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日本語翻訳版発刊にあたり

現在、世界中の関心が新型コロナウイルス感染症に向かう中で、人々の行動様式にさまざまな変化が見られるようになって

います。その一つとして、わが国では現金の受け渡しによる感染を回避するため、クレジットカードあるいは非接触型ICカードに

よる決済を希望する顧客が増加する傾向にあると言われています。

暗号資産も現物資産ではないことから、クレジットカードなどと同様に今後、利用が増加するのでしょうか。利用が増加するに

は、少なくとも暗号資産がマネーローンダリングなどの経済犯罪に利用されることが防止できていなければなりません。

FATFは、2019年6月の全体会合で暗号資産に係るFATF勧告の解釈ノートおよびガイダンスを採択し、10月の全体会合で仮

想資産に係る新たな審査メソドロジーを採択しました。

2019年11月に、FATFの対日相互審査が実施されていますが、暗号資産については、日本は世界で初めて相互審査を受け

た国となりました。

本レポートでは、暗号資産に係る FATF勧告の解釈ノートおよびガイダンスの概要と暗号資産に関連する事業に及ぼす影響

を解説しています。本稿が暗号資産に携わる方々にFATFの要求事項の整理と今後対応が求められることを検討する上での一

助となれば幸いです。

2020年6月
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本レポートは、PwCメンバーファームが2019年8月に発行した『The New FATF Exchanges and Rules for Crypto Custodians』を翻訳し

たものです。



新ルールの概要

2019年6月、FATF（金融活動作業部会）は、FATFの要求事項が仮想資産および仮想資産サービスプロバイダー

（VASP）に対してどのように適用されるべきかをより明確に示すため、FATF勧告15に対する解釈ノートを採択しまし

た。

FATFは、今回公開したガイダンスを通じて、仮想資産取

引とそれに関連するオペレーション、および仮想資産サービ

スプロバイダーに対してリスクベースアプローチ（RBA）を適

用することを促しています。これには、仮想資産サービスプ

ロバイダーに対する監督、モニタリング、ライセンス供与や登

記、顧客デューデリジェンス（CDD）・記録保存・疑わしい取

引届出などの予防措置、制裁対応およびその他の法的措

置、さらに国際協力が含まれており、マネーローンダリング

およびテロ資金供与対策（AML/CFT）を目的とした幅広い事

項が対象とされています。

本ガイダンスは、2015年に発表された仮想通貨ガイダンスを

拡張したアップデート版であり、仮想資産に対するAML/CFTに

関するリスクベースアプローチの適用について補足的に説明し、

仮想資産に関連する取引やオペレーションを実行する事業者

を定義し(例：仮想資産サービスプロバイダー)、仮想資産およ

び仮想資産サービスプロバイダーへFATF勧告を適用すること

を明確に示しています。
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新ルール適用対象

FATF勧告は、全ての加盟国の管轄区域へ向けて、金融機関や指定非金融事業者および弁護士・会計士などの職

業専門家（DNFBPs）と同様に、AML/CFTに関する特定の要求事項を仮想資産サービスプロバイダーに課すことを

求めています。FATFまたはFATF型地域体に加盟する国々を中心として、200以上の国と地域が本ガイダンスの影

響を受けることになります。

FATFは、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーを

以下のように定義しています。

• 「仮想資産」は、ネットワーク上で取引・転送することが可

能で、支払いまたは投資目的に使用することができる価値

をデジタル上で有形化したものを指す。他のFATF勧告の

対象となっている法定通貨や証券などの金融資産をデジ

タル化したものは含まれない。

• 「仮想資産サービスプロバイダー」は、他のFATF勧告の対

象となっていない自然人または法人、および企業が他の

自然人または法人の利益を目的とするか代理として、以

下の取引やオペレーションのうち1つ以上を行う事業者を

指す。

₋ 仮想資産と法定通貨の間の取引

(例：フィアット・ツー・クリプト取引)

₋ 異なる形態の仮想資産の間の取引

(例：クリプト・ツー・クリプト取引)

₋ 仮想資産転送サービスと、仮想資産または仮想資産

の制御を可能にする機械の保管および／または管理

(例：仮想資産カストディサービス)

₋ 仮想資産発行業者による募集および／または販売に

関連する金融サービスへの参加および提供

特に、FATF定義の範囲は、クリプト・ツー・クリプト、フィアッ

ト・ ツー・クリプト両方の取引や金融活動、オペレーションを含

みます。

それぞれの事業内容にもよりますが、仮想資産サービスプ

ロバイダーには仮想資産の交換サービスや転送サービスも

含まれます。例えば、仮想資産を保管する「ウォレット」を提供

し、保有する仮想資産、ウォレット、またはプライベートキーを

他の自然人・法人に代わって保管・管理するサービス業者や、

新規公開時の仮想資産の発行・募集・販売などに携わる金

融サービス業者、その他の潜在的なビジネス・モデルなどが

含まれます。
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対応が求められる時期

FATFガイダンスは各国規制当局により導入されるよう設計

されており、FATFは自主規制は受け入れられないと明言し

ています。

FATFは、新しい要求事項に対する管轄区域およびサービ

ス提供業者の実施状況を監視し、2020年6月より12カ月間の

レビューを実施する予定です。この時点までに、各管轄区域

は要求事項の遵守に向け合理的かつ適切な進捗を達成して

いることが期待されますが、規制が施行される正確な時期は

区域ごとに異なります。

2020年6月
FATFは12カ月間のレビューを開始します

FATF勧告10

• 仮想資産サービスプロバイダーは、対象となる仮想資産

取引および顧客に関連するAML/CFTリスクの評価を促進

するために、顧客デューデリジェンス（CDD）手順を設計す

ることが求められる。

• CDDは、新規顧客との取引開始時や、1,000米ドルまたは

1,000ユーロを超える金額の取引を一見顧客に提供する

場合に必ず実施する必要がある。

• CDDは、顧客の本人確認を行うこと、またリスクベースア

プローチに基づき信頼性および独立性が十分に確認され

た情報・データ・資料を用いて顧客情報を検証することか

ら構成される。なお、顧客が自然人でない場合は、顧客の

実質的所有者が特定される必要がある。さらに、CDDの

手順においては、取引目的や利用予定の取引の性質を

取引前に理解すること、より高リスクな取引状況において

は、必要に応じ追加情報を取得することが含まれる。

• 既存顧客に対する継続的CDDと、取引に対する継続的な

精査が必須である。

FATF勧告16

• 仮想資産サービスプロバイダーが顧客に代わって仮想資

産の転送を行う場合、以下のことが要求される。

1. 取引依頼人である顧客の住所、生年月日やその他

の特定情報、および氏名、ウォレットアドレスについて、

検証に基づく正確な情報を入手・保持する。

2. 受益者の情報、特に顧客氏名やウォレットアドレスを

入手・保持する。

3. 入手した取引依頼人および受益者に関する情報を、

受取側の仮想資産サービスプロバイダー（または金

融機関などの受取機関）に送信する。この要求事項

は、銀行がすでに遵守を義務付けられている「FATF
トラベルルール」と同様である。

• 制裁対象者など、特定の個人および団体による取引を確

実に検知し、監督当局に報告した上で取引を凍結できるよ

う、取引依頼者および受益者の情報をスクリーニングする

必 要がある。

求められる対応
適用されるFATF勧告を遵守するためには各当局による規制の整備が必要であり、市場参加者だけでなく政府およ

び規制当局に対する義務も生じます。仮想資産サービスプロバイダーは、以下を含む包括的なAML/CFT管理態勢

を構築する必要があります。
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ビジネスへの影響
仮想資産サービスプロバイダーは、このような要求事項に対してどのように対応するかを検討する必要があります。

しかし、FATFによる要求事項の一部、特に「トラベルルール」などへの対応は、今日の仮想資産取引に関する基盤

自体に課題を投げかけることとなります。新しい解決策の検討が求められ、解決には時間がかかる可能性がありま

す。
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